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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
が
主
務
官
庁
で
あ
る
社
団
法
人
北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟
の
使
途
不
明
金
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

社
団
法
人
北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟
（
以
下
「
北
方
同
盟
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
二
年
に
預
金
残
高
の
不
足

金
及
び
事
業
に
係
る
取
引
先
へ
の
未
払
金
（
以
下
「
不
足
金
等
」
と
い
う
。
）
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
の
こ
と

て
ん

で
あ
り
、
平
成
三
年
度
か
ら
不
足
金
が
発
生
し
、
不
足
金
等
の
合
計
額
は
、
約
二
千
万
円
で
、
現
在
補
填
を
行
っ
て
い
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。
北
方
同
盟
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
経
理
担
当
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
は
退
職
し
て
お
り
、
職
員

に
対
し
て
退
職
金
が
支
払
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
職
員
か
ら
北
方
同
盟
に
対
し
て
同
額
の
金
銭
が
支
払
わ
れ
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。
北
方
同
盟
に
よ
れ
ば
、
職
員
を
告
訴
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
北
方
同
盟
に
対
し
、
事
実
関
係
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
事
務
管
理
の
体
制
、
監
査
の
体
制
等
に
つ

い
て
調
査
し
、
再
発
防
止
に
関
す
る
監
督
指
導
を
行
っ
た
。


